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「化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブの枠組み、 

および課題マップについて」 

 

 

 

化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブ 

座長：安井 至（国際連合大学 副学長） 

 

  座長を務めております安井でございます。本日はお集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。 ( 資 料 ： 1 )  

  今、参事官の方から御説明がございましたように、化学物質リスク総合管理部門は「安

心・安全な生活」というのが一つの社会的要請であるということになっております。 ( 資

料 ： 2 )  

  もっとも、安心・安全というのは全く違った事象でございますので、これはなかなか難

しくて、世の中安全にすればするほど不安になるというのが大体一般社会でございます。 

  そういうこともありまして、社会の規範、活動と非常に深く関わっておりますし、これ

を支え、先導するというようなことが非常に重要であろうと思います。 

  しかも、この分野は御存じのように、諸学・諸科学の成果が非常に複雑怪奇に絡まった

学際領域でございますので、この辺りを体系的に、複合的に、効率的に行うというのが非

常に重要なことかと思っております。 

  重点化の取り組みの在り方でありますが、社会的な要請である安心・安全を戦略的に取

り組まなければいけない。しかし、やはり国際的な枠組みもあるし、また、国内のさまざ

まな規範、あるいは規制等との関係があります。 

  一方で、地道なデータの集積も重要であると同時に、実を申しますと、私、この座長を

今年度から務めておりますが、それ以前は、次の東大総長になります小宮山先生が座長で

ございまして、彼の言葉がこの中に埋め込まれておりますが、知識の構造化ということも

やらなければいけないということになっているわけでございます。 

  そこで、問題提起にとどまらずに、全体的に効率よく、抜け落ちもなく進めていかなけ

ればならず、シナリオ主導型の取り組みが求められております。 

  これが、その特徴を絵に描くと、こんなふうになるということでございますが、ここに

今のことが書いてございまして、全体として見ますと、業務的といいますか、体系的な視

点での取り組みと同時に研究的な取り組みも必要であり、それがお互いに相互補完及び相

互作用を持ちながら進めていかなければならないであろうということでございます。 ( 資

料 ： 3 )  

  国際的には、1992 年のアジェンダ 21 からスタートがされて、多くの国連機関を中心に

していろいろな活動が行われており、これらの取り組みとの整合性も取っていかなければ
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いけないということが現実かと思います。 ( 資 料 ： 4 )  

  これらの取り組みを具体的にタイムスケールで書いてまいりますと、いろいろなキーワ

ードは出てきておりますが、国際的なものが幾つか出ております。 ( 資 料 ： 5 )  

  今、国際的な状況をながめますと、どうやら欧州は、やはりＢＳＥ以来の副作用ではな

いかと個人的には思っているのですけれども、予防原則というものにとらわれ過ぎている

ような気がします。 

  一方、アメリカは一部、ローカルに非常に強烈なところがありますが、全体的にはＢＳ

Ｅ何するものぞというスタンスで平気な顔をしております。割合に冷静だと言えます。日

本はどちらかというと、その中間です。 

  それと同時に、途上国も幾つかの段階がございますが、環境なんかまだ全く考えられて

いない、化学物質、農薬、そんなものも知らぬというようなところから、若干、中国のよ

うにいろいろと考え始めているところもある。 

  これらの全体を見回して、日本としてのポジション、スタンス、あるいはポリシーを決

めていく必要はあるのですが、日本は、今、バランスが一番いい国ではないかと思います。

したがって日本が世界的なリーダーシップを取っていかなければいけないということもあ

ると考え、こういう課題を示している次第でございます。 

  それでは、我々はどこを取り扱うのかといいますと、まず１つは、属性から言いますと、

天然物、工業化学品、それからダイオキシンのような非意図的な生成物であろうと考えま

す。対象等は、ここに書かれているような一般的なことであって、ここの範囲内です。化

学物質というのを『広辞苑』などで引きますと、純粋な物質とか、そのような定義であり、

要するに、世の中すべて化学物質でできているわけではありますが、例えば酸性化とか、

ＣＯ2、ＳＯx 、ＮＯx は半分は本イニシャティブの範囲外でしょうし、また、医薬品ある

いは放射性物質等も半分は範囲外だろうというようなスタンスで我々の守備範囲を決めて

いこうということになってきております。 ( 資 料 ： 6 )  

  従来、個別的に評価手法とかデータを取得し、指摘があると何か対策を講じて、特別措

置法などを制定するというやり方でやってきておりますが、それらを集大成し、体系化し、

国際的な整合性、科学的な整合性、それから社会的な整合性も取らなければいけない。こ

うしたことをいろいろ考えた上で、まさに総合的かつ戦略的にバランスのよいリスク総合

管理が行われるというのが、恐らく全体としてのシナリオなのだろうと思います。さらに

個別にはいろいろなシナリオがあるだろうと思う次第でございます。この辺に、それぞれ

のアウトプットといいますか、アウトカムがどういうことでなければいけないかという条

件が出ているという絵になっております。 ( 資 料 ： 7 )  

  この絵が、実を言いますと、あまりアトラクティブではありませんが、本化学物質イニ

シャティブにおける全体的なシナリオというか、当たり前過ぎてしまってシナリオにもな

っていないのでありますが、全体として何を考えなければいけないか、全部書くとこうな

るという絵でございます。 ( 資 料 ： 8 )  
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  とにかくやることは何かと言いますと、先ほどのテリトリーといいますか、守備範囲の

中での化学物質に対してその有害性評価、とりわけハザード同定といった評価、あるいは

暴露評価・環境動態解析等を行って、リスク評価を行い、リスク管理をするということで

す。技術開発、リスクの管理技術等々もやるし、先ほど来申しておりますように、これ自

身学際的であると同時に、ここにございますように、社会とかコミュニケーションなども

出てまいりますと、まさに学際的かつ総合的で非常に妙な分野になってまいります。そう

いうところに人材がいるかというと、残念ながらいないのです。 

  ですから、最終的にはやはり人材養成・育成の体制、学校・社会教育の充実が必要にな

ります。ここまでやろうというのですから大変なことになってきますが、それと同時に、

やはりこういった知識を共有でき、なお効果的に開発等が行い得る、知識基盤等の充実と

いいますか、そういったものでもって社会制度の構築を行い、加えてリスクコミュニケー

ションにも有効な何らかの社会基盤もつくらなければいけないと思います。これら全体が

我々のタスクであるわけであります。 

  今、我々として何をやらなければいけないかといいますと、こういうことがうまく効率

的に行われて、どこか穴がないか、あるいは特定の領域に過剰な投資、あるいは集中が行

われていないかということを調べなければいけません。そのためには、しばしばマッピン

グという手法が取られまして、それで評価が行われるわけでございます。 

  今回作成したマップの一例です。これを私は二軸型マッピングと言っておりますが、一

つの軸に、先ほどいろいろ言っておりましたリスク評価などの項目があって、もう一方の

軸に対象物質のような分類になっているわけでございます。こういうふうにマッピングを

していくと、何となく、全部が埋まっているようなイメージになってきます。 ( 資 料 ： 9 )  

  ただ、こういう二軸マップですと、例えば時の流れであるとか、これからの研究動向を

どう読むかと言われてもなかなか難しくて、これでは余り十分ではないのではないかとい

うことで、実を言いますと、マップ作成のためにタスクフォースというものをお願いいた

しまして、そこで精力的に検討していただきました。 

  そのときに、座長権限で１つ申し上げたのは、透過型マップというのを作ってくれとい

う話でございます。 

  透過型マップではベースとなる図の上に、ある期間を限ってでもいいし、ある物質を限

ってでもいいですが、その上にマッピングというものをやってみてくれということをお願

いいたしまして、実を言いますと、このマップのベース自体もお考えいただいたのですが、

これをベースとして、透過型マップの作成をお願いいたしました。 ( 資 料 ： 1 0 )  

  その上に、これは化学物質一般の研究をマッピングしてみると、何となく埋まっている

ということがわかってまいります。 ( 資 料 ： 1 1 )  

  これはまた別でございますが、ダイオキシン、ＰＯＰｓ、内分泌かく乱化学物質などの

新しい対応が必要な物質を配置すると必要な取り組みが見えてくるという訳でございます。

( 資 料 ： 1 2 )  
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  更に先の話として、新対象物質として何かあるだろうかということも分かります。ナノ

マテリアル、特にカーボンナノチューブなんていうのは肺に刺さったらどうなるかとか、

多分色々な問題があるのではなかろうかいったことです。 ( 資 料 ： 1 3 )  

  バイオナノマテリアルというのも明確な定義はありませんが、遺伝子を構成する核酸を

部分的な構造として含むようなものかもしれませんが、そういうようなものが出てきたと

きにどうなるか。当然、何かわからないため、リスク評価の初期、リスク管理、対策技術

はこれからということになるかと思います。 

  新技術についてもマップを作成しました。ただ、こうやって見ますと、社会制度構築と

かリスクコミュニケーションみたいなところは、全体的にどうも薄いかなという気がしな

いわけではございません。 ( 資 料 ： 1 4 )  

  こんなことを、今、イニシャティブ全体としてやってきておりまして、それで、本日の

各講師の御講演をこういうものに当てはめながら、一体どこがどんなふうに行われている

のか、どっちのベクトルがどんな方向を向いているのかみたいな形で御理解をいただけれ

ば幸いと思う次第でございます。 

  繰り返しになりますが、ここには出ていないのでありますが、最終的には人材の育成と

か、社会教育とか、そういったようなところまで行かなければいけません。また、リスク

コミュニケーション、社会制度、この辺りはいささか弱い。その辺の人材育成も重要かも

しれません。 

  最終的に我々が目指すべきは、先ほど来申しておりますが、国際的な枠組みとの整合性

を取りつつ、単に整合性を取るだけではなく、やはり日本という国のスタンスといいます

か、フィロソフィー、ポジションといったものを明確にして、ある意味、この分野でのリ

ーダーシップを取っていけたらというふうに考えておる次第でございます。 
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化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブの枠組み

1. 社会的な要請に応えるための体系的、計画的、戦略的な取り組み
2. 国際的枠組みや国内規範の動向と連携し、これを先導して行く取り組み
3. 地道な「データの集積と評価」といった形態の取り組み
4. 知識の集大成・体系化、知識の構造化を図る取り組み
5. 問題提起に止まらず、合理的な解決策を提案する取り組み

1. 「安心・安全な生活」を求める社会的要請に応える知的活動
2. 社会の規範や活動と深く関わり、これを支え、かつ、先導する知的活動
3. 諸学・諸科学の成果を糾合する複合的な知的活動

重点化の背景となる取り組みのあり方

化学物質リスク総合管理分野の特徴

１
1

化学物質リスク総合管理技術研究
イニシャティブの枠組み、
および課題マップについて

化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブ座長
安井至

（国際連合大学）

3

体系（業務）的取り組みと研究的

取り組みがともに不可欠

戦略的なシナリオの提示と連動

制限でなく、方向性を提示

化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブの特徴

体系（業務）的視点
•国際的枠組み
•国民の関心
•効率的運営
•基盤整備 •科学的関心

•探索的活動
•新規な知見

研究的視点

体系的知見

新規な知見

取り組み方についてイニシャティブのあり方について

相互補完

２
4

ＵＮＣＥＤ

国連環境開発会議

ＩＦＣＳ

化学物質の安全に関す
る政府間フォーラム

ＩＰＣＳ

国際化学物質安全性

プログラム

ＩＯＭＣ

組織間化学物質管理
プログラム

ＯＥＣＤ

経済協力開発機構

化学品合同委員会

ＷＨＯ／ＰＣＳ

世界保健機関

ＩＬＯ

国際労働機関

ＵＮＥＰ

国連環境計画

ＦＡＯ

国連食糧農業機関

ＵＮＩＴＡＲ

国連訓練調査研究所

ＵＮＩＤＯ

国連工業開発機関

農薬など

化学物質および

廃棄物管理の
研修と能力構築

技術移転など

環境保健安全プログラム

優良試験所基準

テストガイドライン

リスク評価

分類及び表示の調和

既存化学物質

新規化学物質

リスク管理　など

リスク評価方法

個別リスク評価

ＪＥＣＦＡ／ＪＭＰＲ

食品添加物　など

労働暴露

ＭＳＤＳ　など

ＩＲＰＴＣ

ＰＲＴＲ　など

　　　アジェンダ２１第１９章

Ａ：国際リスク評価の充実・加速

Ｂ：化学物質の分類・表示の調和

Ｃ：有害物質及びリスクにかか

　　わる情報交換

Ｄ：リスク削減計画

Ｅ：化学物質管理能力の強化

Ｆ：有害危険物の違法国際流

　　通の防止

UNCEDを中心とした化学物質管理に関わる国際機関の関係

ＮＥＤＯ資料を参考に作成

３

5

化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブ会合における

検討のミッションについて

国際的な化学物質リスク管理政策の動向を踏まえ、

科学技術基本計画（第三期）の策定も視野に入れ、
今後６年間の具体的達成目標と重点的取組み課題について検討

2005 2006 2007 2008 200920042003

第三期

ＲｏＨＳ
規制対応

ＧＨＳ導入
化管法
見直し

ＨＰＶ評価
次期計画

2010

第二期

ＰＯＰｓ条約
発効

改正化審法
施行

ＲＥＡＣＨ
規制対応

化学物質リスク

管理政策展開
の見通し

ＷＳＳＤ実施計画

～２０２０

基盤整備評価

国民の求める化学物質のリスク管理を的確に進めるため、化学物質総合管理の国際的な枠組みおよび

内外の政策展開の動向を踏まえつつ、国際的な役割を的確に果たす視点、そして、
科学的知見に基づき積極的に政策提言していく視点を持って、イニシャティブとしての目的と目標等を検討。 ４

6

化学物質リスク総合管理の主たる守備範囲

地球温暖化
酸性雨

化石燃料の燃焼関係
他イニシャティブで対応

医薬品
放射性物質等

別途管理の枠組は
あるがハザードに共

通性ある医薬品等は
環境面から考慮

使用形態・用途
　製品中の化学物質、

　バイオサイド、農薬、
　化学兵器、他

有害性

　ヒト、野生動物の生体反応様式
　　　質的評価
　　　量的評価

対象

　人体影響
　生態影響
　自然破壊

暴露（直接・間接）
　一般環境
　労働環境
　生活環境

リスク管理制度・規範

　各種法律、自主管理、標準化　他
　（PRTR制度、新規物質審査制度、

　ＭＳＤＳ制度、ＧＨＳ制度等）

危険性

　火災、爆発危険性
　オゾン層破壊

属性
　天然物
　工業化学品

　非意図的生成物

５
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 資 料 ： 7  資 料 ： 8  
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化学物質リスク総合管理に関する
知識の集大成・体系化と知識の構造化

情報の
体系的集積

管理体制の
戦略的構築

体系的評価
（有害性・暴露・リスク）

科学的根拠による評価
体系化・構造化された知識

リスク総合管理

科学的根拠に基づく情報が
・体系的に集積され
・体系的に評価され

・知識の集大成・体系化と
　構造化がなされていること

従来の取り組み

個別的な
評価手法開発

問題指摘を受けた研究
個別の関心による問題提起

最先端データ取得

６

戦略的な集大成、体系化

国際整合性
と

科学的整合性

世界標準による
評価手法開発

化学物質リスク削減・課題解決という社会目標
政策目標の達成につながっていること 8

化学物質リスク総合管理技術の体系

リスク評価

・リスク評価手法の開発、改良

・化学物質の体系的なリスク評価

リスク管理（製造、輸入、使用、廃棄）
・社会的規範やより良いリスク管理体制の構築
（法律や各種規範を科学的に支援し先導する)
・自主管理の改善促進など管理活動の適正化
・有害性・暴露・リスクに関する情報の伝達の枠組
みの構築

・リスク削減技術などの対策技術の開発

社
会
制
度
構
築
・
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

知
識
基
盤

人材育成体制の構築と学校・社会教育の検証

知
的
基
盤

有害性評価
•化学物質の有害性評価に基づく分類
•化学物質の体系的な有害性評価
•新たな有害性評価・予測手法の開発と検証
•有害性に関する新知見の検証と評価手法の開発

ハザードの同定

用量－反応評価

曝露評価・環境動態解析
• 化学物質の暴露データや排出量データ（ＰＲＴ
Ｒ等）の体系的な蓄積と評価

• 分解性、蓄積性の体系的な評価と簡易評価手
法の開発

• 各種モニタリングデータの体系的な集積と暴
露予測・環境中濃度予測手法の開発

• 疫学データの蓄積
• 暴露関連基礎情報の体系的な蓄積・整備
• 製品中の化学物質の体系的な評価と評価手
法の開発

知見の体系的
集積

知識の構造化　

　　　　　　ほか　

スペシメンバ

ンキング　　　
　　

　　　　　ほか

７
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注) 箱の中は課題整理番号と課題名、(　)内は課題概要等より抽出

有害性評価 暴露評価・環境動態解析 リスク評価 リスク管理 リスク削減 知的基盤

化学物質一般

ＰＲＴＲ物質

重金属、有機スズ

農薬

ＰＯＰｓ物質
（ＤＸＮを含む）

内分泌攪乱物質

シックハウス物質

　　　化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブ　課題マップ

1.環境分子科学研究
（大気汚染ガス分解触媒開発）

＜文科省＞

1.環境分子科学研究
(微生物による分解・浄化)

＜文科省＞

7.農林水産生態系での有害化学
物質の分解・除去技術開発（化学資
材、植物・微生物利用）　＜農水省＞

5.主要作物のCd吸収・蓄積を抑制
する総合管理技術開発

＜農水省＞

15.微生物群制御による内分泌かく乱物
質の分解手法(排水処理)　<国交省>

6.農林水産生態系における有害化学物質
のリスク評価（DXN、残留性農薬、NP、有機スズ等）

＜農水省＞

19.内湾域における汚染実態解明、将来予測手法開発、
生物・生態系への影響評価　＜国交省＞

21.内分泌攪乱化学物質実態解明推進
＜環境省＞

20.内分泌攪乱化学物質のリスク評価・試験法開発
及び国際共同研究推進　＜環境省＞

17.地盤環境汚染の影響予測および制御技術の研究
＜国交省＞

25～34.戦略的創造研究推進事業
「内分泌かく乱物質」
＜文科省＞

36.土壌、地下水汚染が水域に及ぼす影響の研究
＜国交省＞

2.光触媒を利用した分解除去技
術（DXN等）　＜文科省＞

22.複数媒体汚化学物質
環境安全性点検評価等調査

＜環境省＞

4.化学物質リスク研究事業
(有害性評価のためのﾄｷｼｺｹﾞﾉﾐｸｽ研究)

＜厚労省＞

9.既存化学物質安全性点検事業の加速化
＜経産省＞

10.高精度・簡易有害性（ハザード）
評価システム開発　＜経産省＞

11.(統合情報ライ
ブラリーの構築)
＜経産省＞16.河川等環境中における化学物質リスクの評価に関する研究

＜国交省＞

11.化学物質総合リスク
評価管理システム

開発
＜経産省＞

12.超臨界流体利用環境負荷低減技術
開発（非有機溶媒プロセス開発）

＜経産省＞

3.廃棄物・バイオマスの複合処理・再資源化プロジェクト
（廃棄物処理における簡便な安全性評価・環境リスク管理）

＜文科省＞

35.有害化学物質リスク削減
基盤技術研究開発
＜経産省＞

24.化学物質環境リスクに関する調査・研究
＜環境省＞

技術要素

物質群

14.(情報提供ｼｽﾃﾑ開発)
14.シックハウス対策技術の開発

<国交省>

8.化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発
＜経産省＞

化学物質一般

ＰＲＴＲ物質

重金属

農薬

内分泌かく乱化学物質

ＰＯＰｓ
(DXNを含む)

室内汚染物質

23.内分泌攪乱化学物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理
＜環境省＞

（情報システム開発）
18.都市排水由来化学物質の水環境
中での挙動研究　＜国交省＞

凡例(対象環境媒体)

大気

水域

土壌

複数媒体

区別なし

過去の課題

24.(リスク情報加工・
提供方法開発)
＜環境省＞

13.環境ホルモン効果の評価・試験法
開発　＜経産省＞

pbda124
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